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Abstract:From thecharacteristicormentaldisablements,apubli(二enVironment,a

medicalenvironment,as()cietyandculturalenvironment,andalivlng environment,I

considered whatenvironmentand supportare necessary forpeoplewith mental

disablements. In100-yearhistoryoftheJapanesementalhealth,thefirsthalfwasa

periodwhichper,plcwithmentaldisablementsareconfinedinhouse,andlatterover40

yearswereaperiodofaccommodationtohavenamedasaprotection･ Itisthese10years

thatgropmg t｡ livetogetherin thec()mmunlty began･ A variousproblem ofan

environmentwhichsurroundspeoplewith mentaldisablements,isabarrierofan

environmentfrom theviewpolntOfliving. rrhereisacltyPlannlngtOloseabarrierofan

environmentforaphysicallyhandicappedperson･ ThatiscalledHbarrier-free"･ For

peoplewithmentaldisablementsalso,acltyplanningtoloseamentalbarrierisnecessary･

Thementalbarrier-freecityPlanisn'ttobuildaspecialcltyforpeoplewithmental

disablements. Whenwehavethoughtfulnessandcouraget()becomeaassistivedevice,

thementalbarrier-freecltyCOnStruCtionbeglnS･

"Tobeyourselftobeableandtobeallowedtobeyourselfamongothers"

Keywords:Envir()nment,Mentalbarrier-free,Peoplewithmentaldisablements

は じ め に

同じ時間に,同じ場所にいるあなた,私,あ

のひと,このひと,みな同じ環境にあるといえ

るだろうか｡ある瞬間やある状況という環境を

共有 していても,ひとはそれぞれ,個々が背負

う,もしくは背負わされた背景としての社会的

環境 (家族性,地域件,民族性,---)や個人

の内的環境 (身体特性,精神状態,-･-)に

よって,生きている硯実生活のありようは異な

る｡ 同じ親と生活の場 (家)という物理的に共

通といえる環境にあるきょうだいですら,個々

にとっての生育環境,情緒的環境はl司じではな

い｡

病い,ましてや見えないが故にひとの不安を

かき立てる ｢こころの病い｣と診断されたれた

人たちをとりまく環境はどうであろうか｡時代

として場として生活を共にしていながら,その

体験 としての生活世界,時空間は,精神病と診

断されたときから全く異なった環境となる｡

本論では,こころの病いと障害の特性 を述

べ,そのような障害がある人たちをとりまくさ
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まざまな環境 を,政策などの ｢公的環境｣, 治

療やリハビリテーションなど ｢医学的環境｣,

｢社会 ･文化的環境｣, ｢生活環境｣という文脈

から分析 し, どの ような環境や支援が必要か

を,ノーマライゼーションの視点から考える｡

こころの病いにともなう障害の特性

｢こころの病い｣ にともなう障害は,病気そ

のものによる心身の機能の障害 (imparimellt),

生活のしづらさといわれる日常生活上の障害や

ひととの関わ りの障害 (disabi叫 ′上 社会との

接点で受ける不利益 という障害 (llalldicaf))に

/分類される-)0

そしてこころの病いにともなう障害には,身

体など他の障害に比べて,(手長期入院による二

次的障害 (二次的障害の存在),②疾患 と障害

の共存,③障害はそれぞれ独立 して存在する相

対的独立性,④障害の相互の影響性,⑤環境と

の相互作用,⑥個人の健康的側面の障害-の影

響 (健康的側面の影響),②機能障害も固定さ

れたものではない (障害の可逆性),といった

特性があるL'∴i)｡図 1はこのような精神疾患 と

障害の関係や特性を示 したモデルである｡

こころの病いにともなう障害の特性を,精神

分裂病を例に簡単に説明すると,以下のように

なる｡

[二次的障害の存在]

わが国では表 1にみられるように,その平均

入院期間は他の疾患より一桁多く,また諸外国

に比べて数十倍も長い｡そのため,入院により

生活感や基本的な生活能力の低下をまねき,

｢長期入院による生活感,生活能力の低下｣が

さらに社会参加を遅らせているという悪循環を

まねいている｡これは単に精神疾患の問題とい

うより,精神保健施策や社会の無理解などが影

響 している｡

[疾患と障害の共存]

精神分裂病という疾患とそれにともなう精神

機上の障害や日々の生清上の障害,社会参加に

おける不利が共存 している｡｢疾患 と障害の共

存｣は慢性関節 リウマチなど身体疾患の一-L部に

もみられるが,精神障害では常に疾患と障害は

共存 している｡

[相対的独立性]

精神機能上の障害があっても,本人が自分の

病いや障害を受けとめ引き受けている場合は,

そうでない場合に比べて,日常の生活における

障害 (能力障害)は少なくなる｡また,能力障

害とは関係なしに,精神分裂病であるというこ

とだけで社会的不利が生 じることがある｡この

ように,それぞれの障害は,互いに何らかの因

果関係はあるが,それぞれが独立 して存在 して

いる｡

[相互の影響性]

被害的な幻聴や妄想などの影響で,自宅に閉

じこもりがちになることにより,さらに妄想的

構い(主観的障害)Hlness -- - 一一

1----障害(客観的障害)disablement=

/ ｣機能障害

∃
一mPalrment

も ≡
handica

図 1 疾患 ･障宮構造モデル
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表 1 精神保健の法的背景の変化

午 法 律 内

容1900(MSS)1919(T8)1950(S25) 精神病者監護法公布精神病院法精神衛生法公布 監護義務規定私

宅監置廃止1965(S40) 精神衛生法改正 保健

所業務に精神衛生1988(S63) 精神保健法施行 入院患者の

人権擁護,社会復帰促進1993(H5)1995(H7) 障害者基本

法 精神障害者 も障害者扱い精神保健

法一一部改正 グループホーム精神保健福祉法 自立 と社会参加,

福祉 r二場,精神障害者保健福祉手帳1996(H8)

障害者プラン 精神障害者地域生活支援1999(H

ID 精神保健福祉法 語に改正 社会参加強化社会福祉事業法 一部

改正医療法 語に改正 精神障害者居宅支援

事業//な考えが強まる,会社か ら退職を

促すようなことをいわれたことで,幻聴がさら

にひどくなるといったように,能力障害が機能

障害や社会的不利に,社会的不利が機能障害や

能力障害に影響する｡ このことは見方 を変えれ

ば,日々の生活の支援や社会的不利の減少が他

の障害を軽減することを意味する｡[環境と

の相互作用]安心できる仲間と一緒 にいると

きや肩肘張らずほっとできる場所では幻聴が聞

こえない,自分が好きな絵を描いているときには被

害妄想にとらわれない,あるひとと一･緒なら電車

に乗って外tlIiも何とかできる,同 じ精神

分裂病でもある会社では十分配慮され現職復帰

ができる,といったように環境によって障害の

程度が変化する｡ この ｢環境 との相互作用｣は

,身体障害に比べて精神障害の方が大 きい｡ま

た,相亙作用の原因となる環境要因も,身体障

害に対 しては物理的なものが中心であるが,精

神障害に対 しては,人的環境や社会治安的背景

をもつ法制度といったもので,生活におけ

るバ リアとしての質的違いがある｡[健康的

側面の影響]これは精神障害に限ったことで

はないが,本人がどのように自分の障害を受け

とめようとしているか,また趣味や特技などを

含めてどのような能力や可能性をもっているかといった個人 的な因子が,障害

に影響する｡特に能

力障害や社会的不利に人きく影響する｡[

障害の可逆性]経年 と共に病状が穏やかにな

る初老期寛解辛,環境の影響 とも関連があるが

長期にわたり入院していたひとでも物的人的条

件がそろえば退院して社会で生活ができるよう

になるなど,精神の障害は固定されたも

のではなく,時間経過のなかで回復へ

の変化がみられる｡公的環境一変

わりゆく政策こころの病いにともなう障害

がある人たちは,どのような公的環境の元にお

かれているのだろうか｡わが国で最初に施行された精神病

者の保護に関する法律は, 190()(明

治33)年の｢精神病者監護法｣である｡これ

は精神障害者を保護する初めての法律ではあっ

たが,私宅監置を許 したものであった｡そのた

め保護 という名の元に,多くの人たち

が座敷牢といわれるような場所で監置される時

代が続いた｡その私宅監置が廃止されたのは

,都道府県に精神病院設置を義務づける精神衛生法が制定

された1950 (H綱目25)年のことである

｡ 精神病者監護法施行50後のことであった｡

この法律により医療保護は進んだが,医療法特

例によるマンパワーの不足などさまざまな歴史的要
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いわれる宇都宮病院事件4)など精神病院の不祥

事件が相次いだ｡

この不祥事件を契機 として精神衛生法が精神

保健法-改正されたのは,精神衛生法公布から

38年後の1988年であった｡精神障害者の人権に

配慮 した医療 と社会復帰の促進をはかることを

主目的とした改正で,社会復帰促進に対 しては

生活訓練施設 と授産施設に関する規定が設けら

れた｡施行後 5年 目の1993年には再度見市 しが

なされ,社会復帰の促進に向けたいくつかの規

定,精神障害者地域生活援助事業 (グループ

ホーム)の法定化,精神障害者社会復帰促進セ

ンターの設置が明文化された｡

また障害者基本法が改正 (1993) され,精神

障害者が施策の対象 となる障害者に位置づけら

れ,｢社会を構成す る一員として社会,経済,

文化その他のあらゆる分野の活動に参加する機

会｣が保障 された｡ さらに地域保健法の成立

(1994) により,国や都道府県及び市町村の役

割分担が示され,地域保健対策の見直 しがおこ

なわれている｡

そして,自立と社会参加の促進の援助 という

福祉施策の充実のため, 1995年には精神保健法

が精神保健福祉法に改正された｡それにより,

援護寮 (生活訓練施設),授産施設,福祉ホー

ム,福祉向上の規定が明記され,通院患者 リハ

ビリテーション事業 (社会適応訓練事業)が法

定化された｡

この10年,法を背景とした公的環境は大きく

変わ り始めている (表 1)5-｡)｡ 精神保健 ･医

療 ･福祉は,これまでの社会治安的な精神衛生

法時代から,｢医療及び保護｣ ｢社会復帰の促

進｣,さらに ｢自立 と社会参加の促進｣- と,

過去の日本の精神保健の歴史においては異例な

早さで転換が進んでいる｡ わが国の精神保健

100年の歴史はその前半が私宅監置の時代,徳

半の40年あまりが保護収容の時代,そしてこの

10年,やっと痛いやそれにともなう障害がある

生活者として,共に生活する模索が始まった｡

保健福祉施策の計画的推進に向け, 1995年具

体的な施策目標を明記 した障害者プランが策定

され,グループホームや援護寮,授産施設など

さまざまな社会資源の設置に関する数値 目標 と

共に,最 も遅れていた精神障害者に対する福祉

の促進のために,新規事業として地域生活支援

事業が掲げられた｡地域社会で暮らす精神障害

者の生活の相談援助をおこない,社会参加を支

援するものである｡ さらに1999年の精神保健福

祉法の改正では,精神障害者社会復帰施設に精

神障害者地域生活支援センターを追加 し,さら

に精神障害者居宅生活支援事業 (精神障害者屠

宅介護等事業,精神障害者短期入所事業及び精

神障害者地域生清支援事業)を設定 した｡

医学的環境一転機 を迎えた精神保健

私宅監置,保護収容,入院治療,社会復帰,

社会参加と変わってきた公的環境のなかで,治

療としての医学的にはどのような環境にあった

のだろうか｡大戦後,世界の主要国が入院は本

当に必要な者に絞 り精神病床数を下げてきたな

かで, 日本だけが唯一増床 していた (表 2参

照)｡さらに平均在院日数 も主要国のなかでは

一桁多い (表 3参照)｡

また通常,わが国の病院における医師 ･看護

の人数は,医療法で医師は入院患者16人に 1人

以上,看護者は入院患者 4人に 1人 (基本 1類

看護)以上 と医療法で基準が決められている

が,精神科は医師は入院患者48人に 1人,看護

者は入院患者 5人に 1人 (2類看護), 6人に

表 2 主要国 との年次精神病床数比較 (人口 1

万に対する病床数)

日 本 米国 英国

ドイツ1960 l〔).1 4〔).0 i)3.1 9.()1965 17.6

35.3 19.5197() 1

8.1 25.9 20.41975 i)4.8 15.6 20.3

1980 26.3 9.4 19.7

1985 27.7 7.2 19.1 17.7199〔)(1996) 30.0(i)8.8) 6.3 1L

I∴H 13.3
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表3 主要国との平均入院日数比較

日 本 米国 デンマーク ス

ペイン精神疾患 325.5 12.7 17.

2 107.4感染,寄生虫 36.7 7

.7 6.3 12.9循環器疾患 80.

9 7.6 10.9 14.1全疾患 44.9 6.5 7.2 12.7

OECDHealthSvstems,1

9911人 (3類看護)と低い基準が医療法特例で

認められてきた｡看護基準 については,10

年あまり前までは基準看護に満たない無類看護

(患者7人に対 して看護者 1人以下でよい,現

在はその他 1種から3種 という名称)の病院が

半数以上みられたが,近年,急速に改善がはか

られて無類は 1割程度になって きた｡ しかし医師につ

いては,末だ不十分な状況が続いており, 1

998年の日本精神病院協会調査では,常勤換算で

医師 1人あたりの平均担当患者数

は45.5人,指定医 1人あたり71.4人で

ある｡これらの数値は,時代の要請など歴史

的な事情があって生まれたものではあるだろう

が,わが国の精神障害に対する医学的環境が,

治療より保護収容を主にしていたことを示 して

いる｡このような精神病院を含む医学的環境

も,前述 したように法律による公的環境の変化

にともない大きな変革を求められており,少 し

ずつではあるが確実に変化がみられ始めている

｡ 公的環境の変化でも明らかなように,監護と

いう名の下に医療より社会治安 を優先 した保護

収容から入院治療-,そしてより人権を配慮 した医療

精神科デイケ

ア生活訓練施

設 (授産施設入

所適所福祉ホ

ーム福祉 L二

場地域生活援助事地域生活支援事小規模作業所 ( の確保と医学的環境は大きく変わろうとし

ている｡ 昭和30年代の精神病院ブーム時に建

設された病院の建て替えの時期 とも重なり,多

くの病院は急性期治療病棟,療養病棟 と機能分

化を考えた新 しい病棟に切 り替え,あわせて

早期退院や療養生活の質に関連する作業療法,

デイケア,デイナイトケアなどの設備の充実,

援護寮など生

活訓練施設を併設する病院もみられるようにな

った｡障害者プランにより当面必要な社会資源が

数値目標 (表 4参照)として期限付き (200

2年)で示されたことにより,着実に地域のな

かでケアを,地域における生活の支援,居宅生

活の介護をという方向に向かっている｡このこ

とが短期医療,早期退院を可能にしている｡ ま

だ地域格差が大きく全体としての設置が遅れて

いるとはいえ,障害者プランそのものもすでに

見直 しが必要とされ,新たな検討

が始まっている｡文化 ･

社会的環境-ノーマライゼーションへ

の道わが国で,精神障害者が法の下に他の障害と

同等に扱われる基盤ができたのは, 1993

年の障害者基本法の改正以後のことである｡ こ

の障害者基本法により,法律上初めて他の障害

と同様に,自立と社会,経済,文化その他あら

ゆる分野の活動への参加を促進する対象とな

った｡この精神障害に対する認知の遅れは,保

健 ･医療 ･福祉の対象としての対処の遅れの原

因となり,結果的に社会の差

別や偏見を助長 したとい表4 障害

者プラン数値目標1996 i)000 対象数援護寮)喜定外) i 37098 1,00
0300 約50,000約 6,0(ー0 原則 2年,最長3年.ll917933802L)960 lO()3003()059()20650 約 3,000約 6,000約 3,000約 1,1
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えよう｡

しか し一方で,世代差,地域差はあるもの

の,世界はノーマライゼーション-の道を確実

に歩み始めている｡ ｢病いや障害の有無を問わ

ず,すべてのひとは自分のあるがままの状態で

いることができ,それがあたりまえのこととし

て認められること｣,互いの違いを認め,それ

ぞれの主体的な責任 と協力の元に,共に生きる

ことへの模索が始まっている｡ 病いや障害から

命を救 うことから,救われた命をどのように生

きるかが問題となっている｡病いや障害をもつ

者も,必要な治療や支援以外はひとを含むさま

ざまな資源を利用 しながら,自らの主体的な行

動と責任によって生活の自律 (最大限の自立)

をはかることが求められている｡ 幸いにもまだ

大きく生活に支障を来すほどの病いや障害をも

たない者は,共に生活する者として,援助の必

要なひとに対 して,自分の生活のなかで可能な

支援をする｡そうした病いや障害の見方,生 き

方が,文化 ･社会的環境 として浸透することが

ノーマライゼーションの実践への道である｡

生活環境-こころのバ リア

｢病気はつ らいけど,病気のつ らさより,柄

気になったことの惨めさを思い知 らされるの

は,アパー ト探 しや職探 しなど普通に暮らそう

とするときに出会う差別,普通の暮らしを阻む

障壁は偏見や差別 というひとのこころの壁｣,

これは作業所や授産施設に適って くるメンバー

の声である｡ 普通の暮らしを阻む障壁は,偏見

や差別というひとのこころの壁だという｡自ら

の心身を襲う不可解な病いとの闘いに苦 しみ,

やっとその苦 しみが少 しやわらぎ,生活という

自分の現実に目を向けることができるように

なったに,自分の努力ではどうしようもない偏

見や差別という大きな壁に出会う｡精神病とい

われたことで,現実 という生活の環境が大きく

変わる｡ やっと退院できたことを喜んでから間

もなく,自分がおかれている現実-の大いなる

失望から,自分の命 を絶った人たちがいた｡そ

れは苦 しい病いとの闘いのそばに付き添い少 し

でも支えた者としては,なすすべのない憤 りと

どうにもならないむな しさに襲われた経験で

あった｡

偏見や差別というひとのこころの障壁に苦 し

むのは,病いや障害をもつ本人だけではない｡

｢声 かけられても,黙っていても偏見は偏見｡

ひどいときもあるが,そ ういうときはそっと

黙ってみていてほしい｡普通のつきあいをして

ほしい｡普通の会話でよい｣,特別扱い しない

ではしいというという家族の言葉1｡)にみられ

るように,家族 もいわれのない偏見や差別に身

を小さくして生きている｡公的環境,医学的環

境,文化 ･社会的環境が変わ りつつあるなか

で,最後まで変わりにくいのが生活の場におけ

るひとのこころのバ リアではないだろうか｡

ひとが補助具に-バ リアフリーの街づくり

法を背景 とした公的環境,医学的環境,文

化 ･社会的環境,生活環境 と,こころの病いに

ともなう障害をもつ人たちを取 りまく環境を,

さまざまな視点から見てきた｡こころの病いに

ともなう障害をもつ人たちを支える環境のさま

ざまな問題は,生活という視点からみれば ｢環

境のバリア｣といえよう｡

身体に障害があるひとに ｢環境のバリア｣ を

なくす街づ くりがあり,バリアフリーといわれ

ている｡ こころの病いや障害に対 しても,｢こ

ころの環境のバリア｣をなくす ｢こころのバリ

アフリー｣の街づ くりが必要である｡ こころの

バリアフリーの街づ くりは,特別な街をつ くる

ことではない｡あのイタリアの トリエステが果

敢に取 り組んだ試み日､llHの一部でよい,地域

で共に萄 らす試みを私たちが始めることであ

る｡こころのバリアフリーの街とは,私たちひ

とり一人が,自分が住みたい と選んだところ

で,自分が一緒に住むことを決めた人と,安心

して共に暮らすことができる｡自分や家族が年

をとっても,病気になっても,肩身の狭い思い

をすることなく安心 して暮らすことができる｡

仲間と集い支えあう場がある｡ ほっと休める場

がある｡自分の力に応 じてはたらく場がある｡
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住む場がある｡そんなひとを閉め出すことのな

い街をいうr⊃

車椅子が身体の障害に対する機器 ･補助具で

あるように,こころの病いと精神機能の障害に

対する補助具は,その街で共に住む私たち自身

である｡ ノーマライゼーションの視点から,ひ

とが補助具になる優 しさと勇気をもつとき,共

に暮らすことができる ｢こころのバ リアフリー

の街｣づ くりが始 まる｡)

お わ り に

わが国の精神保健 100年の歴史の中で,ここ

ろの病いをもつ人たちを取 りまく環境に目が向

けられるようになったのは,わずかこの1()年の

ことである｡それは,化石燃料 という地球の遺

産を食いつぶ し,生産と効率を求めて走 り続け

た近代という時代の行きづ まり (息づ まり)に

よる気づきかもしれない｡こころの痛いやそれ

にともなう障害がある人たちにとって必要な環

境や支援は,｢する｣ ｢される｣ ｢してもらう｣

といった関係から,病いや障害の有無 ･程度を

超えて,お互いが主体的な行動 と責任によって

自己の生活の自律をはかる共に暮らす関係-変

わっていく私たち自身のプロセスのなかで生ま

れる｡

Tobey｡urselfニーt()beableandtobeallowed

t()bey｡urselfニーam｡I一gOthers
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